
第36回 一関地区広域行政組合 

一般廃棄物処理施設整備検討委員会 

次 第 

日時 令和４年12月27日（火）   

午前10時～正午 

場所 一関市役所３階 特別会議室 

１ 開  会 

２ 協  議 

 新処理施設の配置（案）について 

 マテリアルリサイクル推進施設整備基本計画について

 ごみ処理に関する基本的な考え方について 

３ そ の 他 

４ 閉  会 

（調整段階のため、資料は非公表）
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啓発施設の検討 

１ 現一関清掃センターリサイクルプラザの啓発機能 

 再生工房室 

   展示スペースに展示又は抽選販売する家具・自転車のリサイクルを行う。 

          ・再生品抽選販売（年５回）  

令和３年度 申込件数 4,439 件 売却数 655 件 

       令和２年度 申込件数 4,181 件 売却数 626 件 

 工芸室 

   リサイクルに関する体験学習を行う。 

     ・リサイクル教室の開催  令和３年度 81 件 623 人 

                  令和２年度 42 件 368 人 

 展示スペース 

   再生工房でリサイクルされた家具・自転車を展示する。 

 環境学習フロアー 

   ごみの減量、リサイクルに関する学習、図書・資料の閲覧ができる。 

 大会議室兼視聴覚室 

   見学者への説明、講演会や研修等に利用できる。 

 施設見学コース 

   処理施設の見学に利用する。 

     ・施設見学者数  令和３年度 29 件 643 人 

              令和２年度 18 件 359 人 

      【参考】大東Ｃ 令和３年度  6 件 112 人 

                        令和２年度  7 件 144 人 

２ 他自治体の事例 

  ① ごみからの堆肥化実施事例、コンポストの紹介 

  ② 古本の展示、回収等を目的とした図書館（リサイクルブックコーナー） 

  ③ リサイクル工房（自転車、家具等） 

  ④ 体験教室 

  ⑤ リサイクル品の展示（古着、カメラ、工具類等の展示） 

  ⑥ リサイクル品の即売会の開催（フリーマーケット等） 

  ⑦ リサイクル品を用いた楽器等による演奏（コンサート） 

  ⑧ 不適切な分別事例及び影響等の資料展示 

  ⑨ 最終処分、リサイクルの状況の資料展示 

⑩ プラスチック等の処理における重要性と影響等の資料展示 

  ⑪ 排ガスの規制内容の展示 

  ⑫ ごみ処理施設の安全性に関する展示 

  ⑬ ごみの発生から処分までの関連資料のパネル展示 

資料№２



2 

⑭ プロジェクションマッピングによる焼却施設内部の体験型映像 

⑮ 実物大クレーンの紹介（壁の絵または模型等） 

⑯ 施設見学 

  ⑰ 地球温暖化対策への取組に関する資料展示 

  ⑱ エネルギー回収型施設に関する資料展示 

  ⑲ 発電状況のモニター表示 

  ⑳ 環境学習を目的とした講演会      等 

 多目的な利用が可能なスペースの確保 

３ 新施設での啓発施設 

  誰に対して、何を目的として、どのように啓発するか。 

 誰を対象とするか 

  例）・小・中学校向け例 

    ・周辺住民向け 

      ・一般住民向け 

 何を目的とするか 

  例）・ リデュース、リユース、リサイクルについて 

・ 廃棄物の適正処理、分別の重要性について 

・ ごみ処理施設の安全性、ごみ処理方法について 

・ カーボンニュートラルについて 

・ 環境学習について 

    ・ 特定の目的を設けない 

 どのように啓発するか 

 例）２の他自治体の事例のとおり 

４ 本施設整備基本計画における啓発施設の記載内容について（案） 

  本施設整備基本計画では、 及び に関する内容を基本に記載することとし、 の

啓発手段に関しては、基本計画盛り込む必要があると判断される場合には、必要に応

じて記載することとしたい。 
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【参考資料１】一関清掃センターリサイクルプラザ 
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【参考資料２】他自治体の事例写真 

〇 展示パネル等 

〇 生ごみ対策の紹介 

〇 不適切な分別事例の展示 
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〇 資源別の処理方法の紹介 

〇 体験教室 

〇 学習コーナー・休憩スペース 



ごみ処理に関する基本的な考え方について 

１ 検討事項 

  施設整備検討委員会では、ごみの減量化を図る方策を協議するものとして、５項目（※）につ

いて検討を行うこととしている。 

本件では、５項目のうち、「集団回収への誘導」と「資源物の民間収集（店頭回収）」について

次のとおり検討する。 

※ ５項目は以下のとおり 

・ 古着の収集 

・ 廃棄物処理料のごみ袋への転嫁（ごみ袋の有料化） 

・ コンテナ回収 

・ 集団回収への誘導 

・ 資源物の民間収集（店頭回収）

２ 検討する背景 

組合及び構成市町が策定している計画において、次のとおり推進するものとしている。 

 組合の計画 

① 一般廃棄物処理基本計画（上位計画）（抜粋） 

② 地域循環型社会形成推進地域計画（抜粋） 

３ 施策の内容 

 発生抑制、再使用の推進 

ウ 容器包装廃棄物の発生抑制・資源化の推進 

住民、販売事業者、行政の連携・協働による地域レベルでのレジ袋の撤廃、使い捨

て容器の使用抑制、過剰包装の抑制、リターナブルびんの利用促進に向けた方策につ

いて検討するとともに、住民、販売事業者に対する普及・啓発に努める。 

また、店頭回収や行政の分別収集を利用して容器包装廃棄物のリサイクルを推進す

る。 

第１章 ごみ処理基本計画 

１－６ 住民・事業者・行政の取組 

  取組６ 住民団体による有価物集団回収の促進等 

 住民団体による有価物集団回収や衣類、家庭用品等の不用品交換を積極的に行いまし

ょう。ごみの減量化の観点から有効であるばかりでなく、地域コミュニティの育成にも

役立ちます。 

   さらに、フリーマーケットや市町や民間団体が提供する不用品交換情報等を活用し

て、家庭の不用品を売却したり、交換することでごみ減量化を図りましょう。 

取組 21 容器包装廃棄物の発生抑制・資源化の推進 

   住民、販売事業者、行政の連携・協働による地域レベルでのレジ袋の撤廃、使い捨て

容器の使用抑制、過剰包装の抑制、リターナブルびんの利用促進に向けた方策について

検討するとともに、住民、販売事業者に対する普及・啓発に努めます。 

   また、店頭回収や行政の分別収集を利用して容器包装廃棄物のリサイクルを推進しま

す。 
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 構成市町の計画 

  ① 一関市一般廃棄物減量基本計画（抜粋） 

５ 具体的な取組 

 ５－２ 市の具体的な取組 

 再使用と再生利用の推進（リユース・リサイクル）の段階 

① 有価物集団回収に取り組む地域の団体などに対して助成し、取組のさらなる普及拡

   大を促進します。 

  ② 多くの市民が集団回収に参画できるよう、有価物集団回収に取り組む団体のうち、

地域の資源回収の拠点とすることが可能な団体と連携を図ります。

  ④ 店頭回収など資源物の独自回収を行う事業者（小売事業者、団体）やリユースショ

ップとの連携により、その取組を推進します。 

  ② 平泉町環境基本計画（抜粋） 

２ 資源の有効的な循環の推進 

 廃棄物の減量化・資源化の推進 

② 再資源化の推進 

・食品トレー等の町内事業者（商店、コンビニエンスストア等）による自主的な資源

回収を促進します。

３ 現状 

 集団回収に対する取組 

 構成市町内の団体において、随時集団回収を実施しており、一関市、平泉町では実施した団

体に対し、報償金、助成金を交付している。 

 店頭回収に対する取組 

   組合管内のスーパーマーケットや家電量販店などにおいて、店舗や敷地内に回収箱を設置し、

ペットボトルや缶、紙パック、食品トレイ、インクカートリッジ、充電池などの資源物の店頭

回収を行っている。 

   一関市においては、店頭回収を行っている店舗を公開し、周知を図っている。 

    → 別紙【一関市内の資源回収実施店舗】のとおり 

 一関市 平泉町 

名
称

有価物集団回収事業報償金制度 有価物集団回収事業助成金 

対

象

団

体

・市内から発生する有価物を集団で回収し

た自治会、町内会、公衆衛生組合、老人ク

ラブ、ＰＴＡ、子ども会、スポーツ少年団

等の任意団体 

・非営利法人（社会福祉法人、公益社団法

人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）） 

  ※令和３年度から 

・町内から発生する有価物を集団で回収し

た自治会、町内会、公衆衛生組合、老人ク

ラブ、ＰＴＡ、子ども会、スポーツ少年団

等の任意団体 

金

額

・金属類（アルミ・スチール缶など） １キロ５円 

・古紙類（新聞・ダンボール・雑誌・飲料パックなど）      １キロ５円 

・瓶類（一升瓶・ビール瓶など） １本につき４円

・ペットボトル       １キロ５円 

・金属類         １キロ５円 

・牛乳パック       １キロ４円 

・古紙類         １キロ５円 

・瓶類        １本につき４円 

・ペットボトル      １キロ５円 



【参考】他自治体で行われている取組（出典元：スチールリサイクル年次レポート 2022） 

・ 住民へのＰＲ 

・ 資機材の提供 

・ リサイクル推進店等の認定制度 

・ スーパー等と意見交換の場の設定 

・ 住民、自治体、事業者での話し合いの場の設定 など 

４ 進め方（案） 

・ 集団回収及び店頭回収は、組合の計画と構成市町の各種計画において推進するものとしてお

り、構成市町が行っている取組との整合を図りながら、連携して取組を進めていく。 

・ 具体的な施策については、組合及び構成市町による環境衛生担当者会議において協議し決定

していくものとする。 

・ また、検討結果や施策の実施については、本委員会において報告する。 

・ 実施時期については、新リサイクル施設の稼働に関わらず早期に実施する。 
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別紙


